
法規 航海 運用

機１ 機２ 執務

第１日 4月10日 金

一～三級海技士（通信） 身体
検査

航海一般
一～四級海技士（電子通信）

六級海技士（航海）

六級海技士（機関）

(注２)４月１０日の身体検査は、海技士（通信）及び海技士（電子通信）受験者は午前８時４５分

　　　から、六級海技士受験者は午後１時２０分から行う。

　　　上記以外〔一～五級海技士（航海・機関）〕の受験者は、口述試験の開始直前に行う。

試　験　申　請　受　付　期　間　
筆記試験受験  令和８年（2026年）　３月　６日（金）　～　令和８年（2026年）３月２６日（木）

三級海技士（航海）

三級海技士（機関）

二級海技士（航海）

口述試験のみ受験   令和８年（2026年）　３月　６日（金）　～　令和８年（2026年）４月　９日（木） 

二級海技士（機関）

二級海技士（航海）

二級海技士（機関）

一級海技士（航海）

一級海技士（機関）

一級海技士（航海）

法　　規五級海技士（航海）

試験科目

午　　前 午　　後

航　　海

身体
検査

執務一般 機関その３

一級海技士（機関）

令和８年（2026年）４月定期試験 筆記日割表

法　　規

機関その１ 執務一般

火

試験種別

4月27日

英　　語

機関その２

運　　用

機関その３

運　　用

第11日 4月28日

第９日 4月23日 木
運　　用

第10日
航　　海

英　　語

機関その２ 機関その３

法　　規

機関その１ 執務一般

機関その３

機関その２

機関その１

第８日 4月22日 水
航　　海

4月21日 火

法　　規

機関その１ 執務一般 機関その３

四級海技士（航海）

第６日 4月20日 月
航　　海

機関その２

第２日

航　　海

機関その１

五級海技士（航海）

四級海技士（機関）

四級海技士（機関）

機関その２

（近畿運輸局）

(注１)筆記試験は、午前は９時から、午後は１時３０分から開始する(六級海技士は身体検査終了後)

月日・曜日

4月13日 月

運　　用

第４日 4月15日 水

【試験開始期日：令和８年　４月１０日（金）】

四級海技士（航海）

五級海技士（機関）

五級海技士（機関）

第３日 4月14日 火

三級海技士（航海）
第７日

月

三級海技士（機関）

運　　用

(注４)４月定期試験において、３級当直限定試験は実施しない。

(注３)４月１３日、１５日及び２０日の「機関その３」は、午後３時１０分から開始する。

法　　規

執務一般

第５日 4月16日 木


